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令和７年第８回 邑南町議会定例会（第４日目）会議録

１．招集年月日 令和７年12月２日（令和７年11月26日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 令和７年12月11日（木） 午前９時30分

散会 午後２時16分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １１名

７．欠席議員 １名

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 田中 利明

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 石國佳壽子 ２番 奈須 正宜 ３番 鍵本 亜紀 ４番 野田 佳文

５番 日高八重美 ６番 瀧田 均 ７番 平野 一成 ８番 宮田 博

９番 中村 昌史 １０番 辰田 直久 １１番 山中 康樹 １２番 漆谷 光夫
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議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

８番 宮田 博

議席 氏 名 議席 氏 名

５番 日高 八重美 ６番 瀧田 均

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 大屋 光宏 副 町 長 白須 寿 総務課長 高瀬 満晃
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水道課長 三浦 康孝 監査委員 迫田 悦三
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令和７年第８回邑南町議会定例会議事日程（第４号）

令和７年12月11日（木）午前９時30分開議

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問
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令和７年第８回 邑南町議会定例会（第４日目） 会議録

【令和７年１２月１１日（木）】

―― 午前９時３０分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） おはようございます。

（「おはようございます」の声あり）

●漆谷議長（漆谷光夫） これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あ

らかじめお手元に配布したとおりでございます。ここで本日の議事日程に入ります前

に、諸般の報告をいたします。鍵本議員より、１２月１０日の本会議において一般質

問の中で、“ＪＡ島根の支部長”と発言した部分を“ＪＡ島根の組合長”に、“ＪＡ

の支部長”と発言した部分を“ＪＡの組合長”に、訂正したい旨の申出がありまし

た。会議録を訂正いたしますので、御了承願います。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。５番日

高議員。６番瀧田議員。お願いいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 一般質問（ 通告順位第４号 ））

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第２、一般質問を行います。昨日に引き続き一般質

問を行います。それでは通告順位第４号、石國議員の登壇をお願いいたします。

（ 石國議員登壇、「拍手」あり ）

●石國議員（石國佳壽子） 議長、１番。



- 4 -

●漆谷議長（漆谷光夫） １番、石國議員。

●石國議員（石國佳壽子） 改めましておはようございます。

（「おはようございます」の声あり）

●石國議員（石國佳壽子） １番石國佳壽子でございます。本議会の通告に従いま

して質問事項２点。熊による人的被害の対策。人口減少のその先の２点の質問をさせ

ていただきます。それでは１点目。熊による人的被害の対策についてです。今年は、

秋田県・岩手県・青森県などで熊による人的被害が多発・拡大いたしました。１１月

の時点で死亡者が１３人、１９６人の人身被害の報告があります。お亡くなりになら

れた方けがをされた方の御冥福とお見舞いをお祈り申し上げます。特に人里への出没

が今年は多く、営業中のスーパーマーケットに出没したことは記憶に新しいところで

あります。このような形でこれまでにない出没や被害の多発、拡大したことで、緊急

銃猟が９月から可能になりました。この緊急銃猟とは、鳥獣保護管理法の改正で市町

村長の判断で安全確保を条件に猟銃を使って野生動物を保護・駆除することが可能に

なった制度です。そして今年被害が多発した地域では、自衛隊の出動が行われたり警

察官と地元の猟友会と連携し駆除が行われました。秋田県の方なんですが、熊の出没

とか人的被害が多い箇所で、家から出るときに玄関のドアノブをがちゃがちゃと音を

立てて、それからドアを開ける。家の外に監視カメラをつけて、まず監視カメラで熊

がいないことを確認した上で外に出られている。今そういった緊迫した状況だそうで

す。ですので、そういった緊迫した状況で外に人が歩かない。いわゆるゴーストタウ

ン化している。経済にも大きな打撃を与えているということを聞きました。今年幸い

と言ったら失礼なのかもしれませんが、邑南町では人的被害の報告はありませんでし

た。連日の報道で今後他人事ではない。我が町でも同じようなことが起きるのではな

いか。熊のテロ。本当皆さんが、玄関のドアをがちゃがちゃしながらカメラを据え置

いていつ襲われるかわからない状況。今秋田県や岩手県や青森県や北海道で起きてい

る状況が、我が町でも起きるのではないかという不安を皆さん抱えていらっしゃいま

す。こういった声は本当に多く聞くようになりました。そのような折この９月の緊急

銃猟を受け、隣町の美郷町では町内各課や関係機関の役割分担が盛り込まれたマニュ

アル策定が行われ、連携体制が１１月に明示されました。現在、邑南町で熊の人的被

害を想定した連携マニュアルが進んでいるのか。まずは答弁をお伺いします。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 議長、番外。



- 5 -

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原産業支援課長。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 緊急銃猟についての御質問でございます。

緊急銃猟と申しますのは、先ほど議員もおっしゃいましたように人の日常生活に熊な

どが出没した場合に、人の生命身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以

外の方法では的確かつ迅速に捕獲することが困難で地域住民等に弾丸等が到達する恐

れがない場合に限って、市町村長の判断で捕獲者に委託して銃猟を実施できるという

ものでございます。全国で緊急銃猟の発砲に至った事例は、１２月５日現在で東北地

方を中心に４３件となっておりまして、また議員おっしゃいます通り、美郷町が緊急

銃猟のマニュアルを策定したという報道もあったとこでございます。これに関する邑

南町の状況でございますけれども、緊急銃猟はあくまでも対応手段の一つでございま

すので、既存のツキノワグマの出没時の対応フローにつきまして、その中に緊急銃猟

の実施手順等を加えられるようにフローの見直しを進めておるというとこでございま

す。緊急銃猟につきまして、先ほど対応マニュアルということで美郷町の例もありま

したけども、対応マニュアルは、対応フローの各段階において具体的な作業方法であ

ったり、判断基準・注意点などを詳しく説明したものでございますので、先ほど申し

ました邑南町が今見直しを検討してますフローが地図で表すならば、マニュアルはガ

イドブックというようなものでございます。緊急銃猟における対応マニュアルの作成

につきましては、環境省のガイドラインにおきまして推奨はされておりますが、実施

をする前提ではない旨の説明もございます。緊急時に捕獲の関係者が参照できる合理

的な方法としまして、邑南町では即座に内容が把握のしやすい対応フローを基本とし

て、そこに補足情報や実施に必要な事項のチェックリストを追加したものを、いわゆ

る対応マニュアルと同等のものとして運用することを予定しております。その点も関

係機関と今後の協議の中で確定していきたいと考えているとこでございます。

●石國議員（石國佳壽子） 議長、１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １番、石國議員。

●石國議員（石國佳壽子） 今、フローの見直し、環境省のマニュアル、今後そう

いったことをされていくという答弁をいただきました。多分なんですが、町民の皆様

からしたらこういったマニュアルがある、できたということを、町民に対して教えて

ほしい。多分そこが今のところ安心材料になるんだと思います。ですので今後こうい

ったフローの見直しも含めて対策ができた場合、特になんですが、新聞購読の多い方
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がお見受けけするので、新聞ですとかそういった報道も利用していただいて、ぜひと

も町民の皆さんに、ここまで今町が体制を組んでいますよという安心材料を投げてい

ただきたい、というところも一つ重要なところだと思います。やはり、熊です。自然

界のことなのでどういったことが起きるかっていうのは、今想定範囲でしかないとい

うのが現実だと思います。その想定内のところで、どこまで今町が対応していこうと

しているのかという内容が多分大事になってくると思いますので、こちらをよろしく

お願いしたいところであります。現在邑南町で人的被害がないとはいえ、マニュアル

策定の中で実際の捕獲や駆除っていう必要が出てきたときに、現状頼みの綱は猟友会

になると思うんです。猟友会とは、元々狩りを目的とした団体です。地域の治安維持

を目的とした団体ではありません。猟友会に頼りきるのは、意図が違うように思いま

す。ただ意図は違うんですが、実際には鹿やイノシシの駆除を現在行っていただいて

おりますので、山のことや駆除の方法に詳しいのは猟友会の皆様です。頼っていくこ

とが１番になってくると思います。ですが今回のような熊の駆除に特化になると、こ

れまでの猟友会の方々のイノシシや鹿の駆除とは違いリスクが上がってくると思いま

す。何よりもですが、猟友会の人手の減少・高齢化も進んでいますので、今後長い目

で熊やイノシシ、獣害対策に対応していただくということは難しくなっているのが現

状ではないかと思います。こういった課題は邑南町に限らず多くの自治体が共通の課

題として持っておりますので、昨今の報道等で課題解決の一つとして、長野県小諸市

でガバメントハンター。本当報道が増えてまいりましたが、こういった活動が行われ

ております。ガバメントハンターというのは、猟銃免許を所有して有害鳥獣の捕獲や

駆除を公務として担っておられる方のことなんですけども、この度高市総理も１１月

の国会で、ガバメントハンターの確保を進めると明言をされまして、早速人材確保を

主要施策にした熊被害対策パッケージというものが創設されました。熊被害対策パッ

ケージには、緊急的・短期的・中期的な３段階に分かれた専門家派遣ですとか、電気

柵の設置、ガバメントハンターの公募や人件費など、そういった多くの支援策が盛り

込まれております。そしてその中にもＩＣＴ等による出没情報の提供等ということも

盛り込まれています。やはりテクノロジーも進んでおりますので、ＩＣＴの活用そし

てドローンで現在熊を感知し山に追い込んでいくということを小規模ながらされてい

るところもあるそうです。こういったテクノロジーの活用も必要になってくると思い

ます。その重点支援地方交付金の予備費の確保のところに、熊被害のことも記載され

ております。熊被害対策パッケージも含め予算が取りやすい現状になっておりますの

で、ぜひとも積極的に行っていただきたいところでございます。やはり明日は我が身

という熊のテロ。そういった環境のおびえるような状況の中から、町として今後熊の

人的被害を抑える方向でどのような施策を考えておられるのか。予算のこともありま
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すので町長の答弁を求めたいと思います。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原産業支援課長。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 町長への御質問でございますが、その前に

猟友会との関わりなどの御意見もございました。その点につきまして担当課のほうか

ら御説明をさせていただきます。緊急銃猟の実施に当たりましては、住民の避難や通

行規制等の措置の必要もあります。猟友会だけではなく警察等との連携も必要になっ

てまいります。管轄する川本警察署とは１１月に、先ほど申し上げました対応フロー

の見直し案をもって、手順の確認や過去の出没場所での緊急銃猟を想定した机上訓練

等を行ったというところでございます。その中の課題を踏まえて、今後現地での対応

の確認等も行う予定としておりますし対応する。先ほどおっしゃいましたＩＣＴも踏

まえた、いわゆる装備品等も検討していくというところでございます。猟友会のこと

にも触れられましたが、緊急銃猟におきましては発砲する捕獲者でございます。連日

の報道等では、猟友会を捕獲者として発砲している例が多く報道されておりますけど

も、環境省が示す緊急銃猟のガイドラインでの捕獲者としては、捕獲の技術を有する

市町村職員又は委託を受けた市町村職員以外のものとされております。議員おっしゃ

いました、ガバメントハンターなどもこれにも含まれているということでございま

す。邑南町ではガバメントハンターとまではいきませんが、職員等の中に捕獲者の要

件を満たす者がおります。現時点捕獲者は必要最小限の確保ができているというよう

な状況でございます。また、先ほども触れましたが装備品につきましては、緊急銃猟

への対応備品につきましてリストアップして準備を進めているとこでございます。現

場で身を守るヘルメットや盾といった装備品をはじめ必要な装備の調達が完了するの

は、先ほど重点交付金の例も出されましたが、この熊対策として環境省の交付金も用

意されているようでございます。そういったものを活用して今後取りそろえていく。

調達をしていくという予定にしております。ただ一方で、緊急銃猟の捕獲であること

の証である、証票であったり腕章などは必需品ではあります。既存のビブスとかで同

じ機能が果たせるということで、代用で緊急銃猟が最低限可能な状況とも言えます。

銃猟行為でもありますので着弾等による物損等への保険の加入の必要などもあって、

捕獲者の人身被害の可能性を最小限にするためにも、できるだけ万全の装備をすべき

と考えます。先ほどの環境省の交付金、もしかすると年度内にも対応できる可能性も

模索しながら、今準備を進めているという状況でございます。
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○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） 熊の人的被害について、予算等のこともあるのでという

ことで、町長の答弁を求められました。まず、今の邑南町においてイメージとして、

熊がたくさんいて、常に人里に出て、人的被害をいつ起こす可能性があるかどうかっ

ていうとこもあるんだとは思います。ケーブルテレビ・アプリ等を使って、熊の出没

の情報提供があれば皆さんに出してます。その意味合いは、熊が出没したので注意し

てくださいということと、熊がどこで動いているか、町の中では１頭１頭の熊を把握

してるわけじゃないですが、大きな熊の日常的な動きの範囲というのは、ある程度把

握されてるんだと思います。それとは違うとこに出たとかそういうこともあるので、

まず皆さんから情報提供いただきながら、熊の行動確認をしながら対応を図っていか

なきゃいけないと思っております。有害鳥獣もしくは今回の熊もそうですが、全てが

捕まえてくれっていう話になるけれど、まず出てこない努力ということで、山林の整

備であるとか、放任果樹をなくすであるとか、地域ぐるみで人里に熊なり有害鳥獣が

出てこない努力があった上で、皆さんの協力、町としての取組みがあった上での最終

的な手段として、万が一人里に出たとき、学校の近隣に出たとき、危険性があるとき

に、今までは警察の対応もありました。それに加えて、新たに緊急銃猟ということで

すので、あと手段が増えたということ。これが全てではありませんが、町としては総

合的な対策をしっかりとっていきたいと思っています。

●石國議員（石國佳壽子） 議長、１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １番、石國議員。

●石國議員（石國佳壽子） 先ほど課長が、職員に捕獲者が数名いらっしゃるとい

うことを答弁いただいたんですが、実際何名いらっしゃるか答弁できれば教えていた

だけますか。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原産業支援課長。
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○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 町と雇用契約のある職員としましては１名

でございます。鳥獣被害対策協議会からの派遣の職員も含めますと、今現在２名いる

ことになっております。

●石國議員（石國佳壽子） 議長、１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １番、石國議員。

●石國議員（石國佳壽子） 先ほど町長の答弁いただきました。確かに邑南町は熊

での被害というのが、秋田とか北海道に比べて格段に少ない地域でもあります。ただ

一昨年でしたか、男性が熊による人的被害を受けられたという報告もあり、連日の報

道から、町民は同じようにいきなり熊がたくさん出てくるんじゃないのかという不安

はお持ちなんだと思います。こういったことも踏まえて今町がどういった方向で、も

し何かがあったときにこういった対策をとっていこうと。今現段階で行っている、そ

して、パッケージ化していくとそのパッケージ化したときに、ぜひとも町民に知らせ

ていただく。周知していただくという形をとっていただきたい。これが町民の安心に

つながってくると思います。やはり子どもさんをお持ちになられてる方とかも通学時

に心配なことが多いと思いますので、そういった対策をとられましたら、ぜひとも告

知のほうをお願いいたします。次に２番目の通告人口減少のその先であります。先

日、人口問題特別委員会で岡山県の美咲町に視察に伺ってまいりました。美咲町も先

進的な取組を多く実践されていて、当日町長も同席をされ政策の御説明を受けまし

た。美咲町では小中学校一貫校の義務教育学校創設統合されるなど、新しい取組とと

もに縮小も行いながら社会増にも取り組まれていらっしゃいました。ただ、そういっ

たたくさんの取組もされながら、社会増でも自然増でも人口増に苦戦されていらっし

ゃる印象でありました。邑南町もこれまで多くの先進的な取組を行ってきていて、そ

の当時は多くの他市町が視察に来られ、邑南町の取組を取り入れその結果、邑南町の

先進的な取組が先進的ではなくなったところがあります。ほかの他市町の政策を調べ

ていましても、地方自治体での社会増・自然増の取組に頭打ちを感じるところがあり

ます。若い世代の自然増が減ってきておりますので、取組みも社会増を目指さざるを

得ず、若い世代の取り合いになっているのが現状ではないかと考えます。そしてなお

かつ、財源が多くある自治体に軍配が上がってきている。自主財源の比率が高い、自

主財源のみ運営ができる東京をはじめとした都市部に集中しやすくなっています。人

口の自然増に苦戦することは地方自治体レベルではなく国レベル。先進国ではどこも
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同じ問題を抱え、解決策が現在見出せていないのが現状であります。私は団塊ジュニ

ア世代ですので通学していた小学校では、広島でも１、２を争う在校数の小学校に通

っていた事があります。その当時、２，０００人近い在校生で同級生は３００人以上

おりました。そういった環境ですので、人が多くて当たり前。人が増えて当たり前。

という思考が私自身も抜けにくくなっております。この思考は、地方自治体の政策も

同じではないかと私は思います。これからも社会増・自然増を目的とした政策とし

て、今反映されてきているのではないかと。ですが、昨年の邑南町の出生数は３２人

でございました。５年後の小学校の入学時には、町全体で１クラスで済んでしまいま

す。これから２０年３０年先を見据えたときに、これまでの政策のような人口増を希

望した方向性が正しいのだろうかと。視察に伺うことや課題解決につながる情報収集

をしていて、私自身疑問に思っております。もちろん、人口増に向けた取組をやめま

しょうという話ではありません。２０年３０年先を見据えたときに、１番難しくなっ

てくるのがインフラの維持管理です。出生数の大幅な減少の現実を踏まえた上で、将

来設計の変更が必要になってくるのではないかと考えます。通告書に書いております

が、コンパクトシティ、高齢化や人口減少が進む中で商業や医療・福祉などの生活機

能を中心部や公共交通機関に集約し、効率的で持続可能な都市構造のことを指してお

りますが、実際の政策として取り組んで成功しているのが富山県の富山市がよく紹介

されております。成功例がまだ一つの市のみというところで、実際は難しいんだろう

と私も考えております。国もコンパクトシティ構想だけではなく、過去に定住自立圏

構想を平成２１年に展開をした経緯もあります。ですが、これもうまくいっておりま

せん。ただ、これはどちらかというと市に向けた構想であります。逆に規模が町だか

らこそ集約化がしやすいのではとも考えております。例えば、県道や国道沿いに居住

を集中させ道路や下水道などのインフラの維持管理、商業や医療サービスの受けやす

さや除雪範囲を減らす。こうした人口減少を前提とした集約化を行うことで、サービ

ス維持につながる政策が必要になってくるんだと思います。邑南町は過去にも積雪に

よる道路封鎖を回避するために、居住移転の前例もあります。２０年３０年、今の話

ではなく先を見据えれば、集約化も難しくないことだと思います。長々と話しました

が、要約しますと国で人口増が課題に苦戦している中で地方自治体レベルで若い世代

の取り合いの政策は、どこも財源で頭打ちになってきているのではないかと思いま

す。そして人口増を目的とした政策だけではなく人口減少に向けた政策、インフラ維

持を含め生活機能の集約化の準備もこれから必要なのではないか。いわゆる邑南町版

コンパクトシティ構想が必要になってくるのではないかと考えております。こちらも

政策に関してですので、次の質問も一緒にさせていただいて政策や事業の見直しも入

れておりますので、町長に答弁を求めたいと思います。
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○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） 人口減少において、今後自然増・社会増が難しい中で増

加に頼りきったまちづくりは難しいのではないか、という前提での御質問だと思いま

す。まず、昨年町長に就任して、最初の議会で所信表明をさせていただきました。今

の地域状況等を加味した中で、住民サービスを維持し人口減少に対応した持続可能な

まちとして、次世代に引き継ぐためということで述べてます。私自身が人口が増え

る、維持をすることを前提にお話はしてきてないつもりです。あわせまして、邑南町

に住む意味。地方のある意義。ということで、議員の時代から里山の重要性であると

かこの美しい景観の中で住む意味合い、教育をする意義っていうのを訴えてきたつも

りです。石國議員の提案はコンパクトの意味を具体的に考えると、今でっていうと、

以前の町中商店街が空き家が増えて、例えば、そこに皆さん住んでいただければ、イ

ンフラ整備は負担がなくていいですよねっていうお話だと思います。ただ一方で、周

辺里山に人が住む意義はないのか。そこは単なる町にとってコストなのかということ

だと思います。見えるお金でいうとコストかもしれないです。ただ、その人たちが果

たしてる役割を考えればコストではない。皆さんのおかげで少ないコストで町が維持

できていると考えてます。逆にコンパクトにすれば、そこの維持を今まで見えてなか

ったコストが発生するんだと思います。例えば、最初にありました鳥獣害被害です。

周辺部に住んでいただけてるからこの被害で済んでるかもしれないですし、出没して

もすぐ分かる。これが町中に皆さん集まれば、本当に町なかに鳥獣害の被害が出てく

る。同じことなのでやはり周辺部に住んでいただくっていうのは大事だと思います

し、例えば不法投棄っていうのも、今皆さんが各地で住んでいただいてるから少ない

んだと思います。県によっては人口が少ないところであると、例えば不法投棄。違法

伐採であるとか違法開発。こんなことが気がつかなかったということが平気で起こっ

てる。それはやっぱり人が少ない。住んでないっていうのは大きなことだと思いま

す。日常生活においても、水源はほぼ飲み水もそうですし水田の用水もそうです。大

部分は里山から来てます。じゃあ、町中に田んぼを集約してそれでいいかっていう

と、今度はポンプアップするとか違うコストがかかってくる。ということで、町全体

を考えると、今の状況がベストであって、インフラ整備にかかるコストっていうのは

別の意味で、例えば、水道にしても下水にしても全てのお宅に供給させていただいて

るわけじゃないです。非常に申し訳ないですが、エリアを決めてさせていただきま
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す。今後じゃあどうするかって言ったときに、このまま維持できなくなれば、当然ダ

ウンサイジングであるとか、整理・統合であるとか他の自治体国等も話をしてます。

例えば、水道にしてももう配管が老朽化して更新できなければ井戸に変えていただく

とか。合併浄化槽にしていただくとか。やり方はたくさんあるので、今皆さんがそれ

ぞれの思いで住んでいただいているのを守るのが今の役割だと思っています。逆の発

想で、例えば、町なかに住んでじゃあ里山に通勤農業をすればいいかっていうと、今

は兼業で皆さんしていただいているので朝出勤前に何らかの仕事をして出勤する。そ

れが今度は里山に逆に通ってになれば、朝通って農業してまた出勤かっていうと手間

がかかるので、やはりそれぞれの地域でなりわいがあって生活をしていただく、それ

を支えていくっていうのが、町として全体的なコストが１番少なくて生産性が１番高

い。今の状況を支えていくのが１番よくて、人口減少に対応は別の意味で、事業の見

直しであるとか施設の整理統合していくという方向性で進めていきたいと思います

し、所信表明であるとか施政方針等で述べていますので、決して人口が今のまま維持

できるのを前提で全ての施設を守りますとは言ってないので御理解をしていただけれ

ばと思います。

●石國議員（石國佳壽子） 議長、１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １番、石國議員。

●石國議員（石國佳壽子） 今の町長の答弁で少し安心しました。いろいろ調べ、

大学の教授の講座なども今ユーチューブで聞けれる時代なんですが、その中で未居住

地域と居住地域。いわゆる無居住、人は住んでいないんだけども、里山の中で周りに

家がない中でレストランのみをやる方、そういった方が増えている現状の中で、ある

教授もそれが１番生産性が高いんだと。居住する地域はいわゆる集約はしていく必要

はあるんだけども、いわゆる里山で無居住地域というところ、どうしても管理で町長

がおっしゃるように不法投棄が増えてくる。そういったところを考えたときに、誰か

が入るということは整備が入る管理が入るので、そこに通うだけでもその御本人が草

刈りをしたりとか、そういったことで整備が入ることで不法投棄が減る現実もあるん

だということをおっしゃっていました。ですので、全部が全部集約をしていくってい

うことが必要ではないと思うんですが、そして私の場合瑞穂地域に住んでますので、

瑞穂地域はありとあらゆるところに下水道が通っております。これから人がどんどん

減っていくことを想定したときに、これはどうなっていくんだろうな。正直言います

と、井戸や浄化槽そういったものを駆使しながら集約化をしていくことが必要になっ
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てくるだろうなと。そうなったときに、将来を見据えて今後このような方向で進んで

いきたいというところを、町民の皆様に多分認知はそんなにないと思うんです。それ

を、今後計画的に認知をしていっていただけたらと思います。２０年３０年後、特に

３０年先、人口が大幅に減少していって今のインフラ体制というものは想像もつかな

いほど維持管理が難しくなってきているということは周知されております。今後、邑

南町だけに限らず日本国内でそういった場所が増えてきますので、それも踏まえて現

在の事業に反映させていただければと思います。一般質問は以上で終わらせていただ

きます。ありがとうございました。

（ 石國議員降壇、「拍手」あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 以上で石國議員の一般質問は終了いたしました。ここで

休憩に入らせていただきます。再開は午前１０時２５分とさせていただきます。

―― 午前１０時０８分 休憩 ――

―― 午前１０時２５分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 一般質問（ 通告順位第５号 ））

●漆谷議長（漆谷光夫） 再開いたします。続きまして、通告順位第５号日高議員

の登壇をお願いいたします。

（ 日高議員登壇、「拍手」あり ）

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） おはようございます。日本共産党、５番日高八重美で

す。今日は１２月定例会。今回の一般質問では二つの質問を準備しております。聴覚

障がい者への支援と農地維持についての２点です。１点目は、聴覚障がい者への支援

についてです。この項目の中の前段では難聴者への対応が主な質問になります。御存

じのように、難聴は必要な音が聞こえずに社会生活に影響を及ぼします。家族や友人

とのコミュニケーションがうまくいかず孤立し、うつ状態に陥ることや認知症の発症
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リスクにもなると言われております。それでは最初の質問に入らせていただきます。

今年３月の定例会での一般質問、補聴器助成について質問をしました。その際の町長

の答弁では、補聴器は高額でありながら他の自治体を見ても助成額は少ない。対応も

様々である。町としては、まずそれぞれの皆さんの聞こえづらさを自分で分かってい

ただき、認知症のリスクになるので早めに耳鼻科に受診していただくことをお願いす

る。その活動が大事だと答弁をされました。補聴器自体に対しての助成は、助成をす

る考えはないということもつけ加えて答弁されました。その後この聞こえづらさがあ

る皆さんに、早めに耳鼻科に実施していただくことの積極的な働きかけ、そういうこ

とはされているのかどうか。また、されているのであればその成果はどうなのか。担

当課の課長さんにまずはお伺いします。

○岩井保健課長（岩井和也） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、岩井保健課長。

○岩井保健課長（岩井和也） まず、保健課で行っております取組の状況を御説明

させていただきたいと思います。保健課では耳の聞こえについての啓発としまして、

高齢者を対象とした健康づくりや社会参加の場であります寄り合い処と、地域運動教

室の場で具体的に耳の聞こえが衰えた場合に生じる困り事の例を出しながら、啓発を

行っております。今年度は、合計２５会場で実施し約２５０名の方に説明を行ってお

ります。また、若いうちから啓発することが重要であることから、町内で実施されて

いる事業所健診の場を借りて、健康づくりについての啓発活動を行っております。そ

の中で耳の聞こえについてのチラシを、個別に説明し啓発を行っております。健診の

会場内では聴覚検査の前後で行うことで、より一層耳の聞こえについて関心を持って

いただけるものとして、取り組んでおります。また、耳の聞こえが気になる方につき

ましては、耳鼻咽喉科への相談を呼びかけております。今年度は、８会場で実施し計

５１５名の方に説明を行っているところでございます。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 今お答えいただいたんですが、啓発活動を活発にして

いただいているということでした。今のお話の中で聴覚検査っていうのが答弁の中で
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あったかと思うんですけど、これはどういう形でされてるのかということ。あと３月

定例会の答弁の中に、早めに耳鼻科に受診していただくことを進めるという答弁があ

りましたけど、町として医療機関はどういうところを紹介されるのか、答弁をお願い

します。

○岩井保健課長（岩井和也） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、岩井保健課長。

○岩井保健課長（岩井和也） 聴覚検査でどのような検査が行われているかという

ことでございますけども、町内の事業所のほうで実施をしておられます健康診査の会

場内で、健康診査の項目の一つとして聴覚検査が行われておるという状況です。どの

耳鼻科にお勧めするかというところでございますけども、個別の健康相談の場で具体

的にちょっと耳の聞こえが悪いとおっしゃられれば、その場で具体的にどこかとは言

いませんけども、近隣にあります耳鼻科を紹介をしているところでございます。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 改めてはお伺いはしないんですけど、事業所ごとに聴

覚検査をされてるということで、そういう検査機械というのを事業所に持っておられ

るということなのか。それを保健課なりが持ち込んで検査されるのかっていうとこ

ろ、後であわせて教えていただけたらと思います。２年前になりますけども、令和５

年度後期高齢者健診の対象者に対してアンケートを郵送し、聞こえの調査をされてい

ます。保健課では、調査結果をまとめていただいております。対象者は２，２８４

人。回答寄せられた方が１，６７２人。回答率は男女とも約７割でした。質問に対す

る回答の中で今回の一般質問に関する項目について、少しだけ御紹介をさせていただ

きます。回答された人１，６７２人の中で、かかりつけの耳鼻科がある方は約１割。

その中でも、７０代から７４歳の方が１番多くて２８．６％の方が、かかりつけ医が

あるということでした。聞こえに関しての困り事がある方は２６．９％。補聴器を使

用している人は１３．８％。その中でも使用に関して困り事があると答えられた方が

約３割という結果でした。この困り事の詳細については省略させていただきますが、

この中に検査が終わった後、アンケートでお答えいただいた方の項目の数によってコ
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メントが示されています。私の手元にはどういった質問項目があったのかというもの

はないんですけども、アンケート結果で、該当する項目が１から２項目、生活でお困

り事があれば耳鼻科に受診しましょう。３項目から４項目該当の項目がある方には、

耳鼻科で相談しましょう。５項目以上の方に対しては、早めに耳鼻科を受診すること

お勧めしますというコメントがされています。それから該当なしの人は、全体の６

０．３％。８７８名の方は、この項目に該当しないという方でした。５項目以上の早

めに受診しましょうという該当者は全体の７％。８５歳以上の方が多くて、１０２名

の方が５項目以上該当するというアンケートの結果でした。この結果を見させていた

だいてこの中で気になるのは、１項目でもあれば耳鼻科医受診をというコメントされ

ていることです。しかし、邑南町には耳鼻咽喉科がありません。専門の補聴器の販売

店もありません。早めの受診は必要との認識があるのに、身近で受診できる耳鼻科の

医師がいないのが現状です。難聴は高齢者だけではありません。何らかの要因で聞こ

えづらさがある若い人や働き盛りの方もいます。高齢者でも難聴を初期の段階で早く

気づいて、原因を調べるために受診を希望される方もいます。聞こえづらさを自覚す

るためには、聴力検査も必要です。この現状をどのように捉えているのか。町内に耳

鼻科医師の配置の検討はできないのか。答弁を求めます。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） ただいま議員のほうから、町内に耳鼻咽喉

科がない中でどのように考えているのか。あるいは、その耳鼻咽喉科の配置について

どう考えているのか。ということを２点お尋ねいただいたかと思います。まず１点目

でございます。先ほど保健課長のほうから、事業所健診のほうで啓発も始めたという

ことで、御説明をさしていただきましたけれども、事業所健診っていうのは、この中

にもお受けになられた方いらっしゃるかと思いますけれども、公社あるいは医療機関

を受診して事業者の職員として受診されるものですので、そこにある簡易的な聴力検

査をしていただいて、その結果をもらった方については個別に御紹介をするとかいう

ことではなく、本人さんがそれを見て御判断いただいて、それぞれの事業所でお取組

みいただいていると理解しております。邑南町では、実際議員御指摘のとおり耳鼻咽

喉科の医師が不在であるために、町民の皆さんが受診をされる際にどういった医療機

関を御紹介をしているのか、どういう対応しているかというところですけれども、実

際医療福祉政策課の窓口において、一般の方から町民の問合せを受ける事例はあまり
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実際はございませんけれども、町民の方から御相談があった場合には、まず島根県の

医師会のホームページの御紹介。あるいはその中には検索機能がございますので、そ

ういったところでの検索のリスト。それから、今議員のほうから御質問いただいてい

る聴覚障害ということに関してですと、補聴器の相談になろうかと思いますが、そう

いった補聴器の相談であれば、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会というのがございま

す。その中に補聴器相談員のリストがございます。参考までに島根県では３４名の方

がいらっしゃるということなんですが、そういったリストを紹介することができるか

と思います。また、具体的に身体障害者の手帳の取得ということになりますと、身体

障害者福祉法第１５条指定医というところの御紹介もさせていただかなければいけな

いかなと思っております。御指摘のように町内には御紹介できる耳鼻咽喉科がござい

ませんが、近隣では川本町の加藤病院のほか浜田市・江津市・北広島町など、週１回

から２回ではございますが診療日を設けている医療機関がございます。また町内で受

診される場合には、まず総合診療科や小児科のほうを受診をしていただき、医師と御

相談の上より専門性の高い医療機関へ御紹介いただくということになろうかと思いま

す。そうした中で、町内に耳鼻咽喉科の医師をどのように考えているかという御質問

ですけれども、まず民間の診療所の開設に当たって、町が特定の診療科をあっせんす

るということはできないと考えておりますが、耳鼻咽喉科の先生が町内で開業される

際には、邑南町民間診療所開設及び承継支援事業費補助金を活用いただけるように、

制度を設けております。また今年度島根県でも、重点医師偏在対策支援地区域におけ

る診療所の承継・開業支援事業補助金というのが設けてあり、開業しやすい環境がで

きていると考えております。また、公立邑智病院ですけれども、耳鼻咽喉科を標榜す

るには医師の確保と医療機器の確保が必要となり、需要と供給のバランスや標榜のコ

ストを考慮した場合には、一般的な医療は総合診療科、緊急度や重症度が高い疾患は

救急で初期対応を行い、必要に応じて高次医療機関へ紹介するという体制をとらざる

を得ないという状況であることを踏まえまして、現状といたしましては、難聴などの

慢性的な疾患については、受診された際に近隣の耳鼻咽喉科の標榜病院を紹介してい

ると伺っております。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） はい、現状はよく分かりました。今この近隣の耳鼻科

のことも紹介されましたけど、邑智郡内では加藤病院さんで月２回ですか、耳鼻科の
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先生が来られて診察をされているということです。ただ、この補聴器とか難聴の方っ

ていうのは、若い方の病気は別としても高齢者の方が多いわけです。補聴器が必要か

なあということでその前に耳鼻科受診して、病気が何なのかということを見てもらい

たいと思われたときに、車を運転される方はどこの病院でも行ける状況だと思います

けど、免許証を返納される方もどれぐらいいらっしゃるか分かりませんけど、免許証

がない方とかお一人暮らしの方で遠方までは自分で行くのはどうもと言われる方もい

らっしゃいますし、バスの時刻表を見ても、バスに乗ってまで遠方に行くという現状

じゃないんです。今回この質問を取上げた一つのきっかけには、町内の方から耳の聞

こえがどうも悪くなったと。まずはどうしたらいいかということの御相談でした。私

としては、その聞こえの原因をまずは確かめていただくためには、耳鼻科受診が必要

だと説明しました。耳鼻科はどこに行けばいいんだろうかということです。調べさせ

ていただきました。先ほど課長の報告の中にもありましたが、近隣の耳鼻科幾つかあ

るんですけども、そこへ行くにも面倒くさいなというお話でした。今補聴器をつけて

おられる方の中にも、補聴器は持ってるけど使いにくくてはめとらんとか。補聴器を

買う前に耳鼻科に受診されましたかということをお聞きしても、そがんとこは行っと

らんと。訪問販売とか店頭での補聴器の販売で、そこで相談をして補聴器を買った

と。高額な補聴器ですよ。そういったことで、自分の耳になじむまでにも時間がかか

るというようなことが現状です。そういうときに補聴器が必要な場合でも、どういっ

た難聴の種類なのかによっても、補聴器のタイプがちょっと違うのか詳しいことは分

かりませんけど、耳鼻科医の診察というのは大事なことかなと思います。課長の説明

の中にもありました補聴器相談員でしたか、そういったような専門の先生もいらっし

ゃる病院も、あるところとないところとあるようです。耳鼻科受診は、難聴・耳の聞

こえにくい人にとってはとても大事なことだと思います。そういうことで、一人一人

に合った補聴器をきちんと購入して末永く使っていただくためには、補聴器相談員の

診察を受けて、専門の補聴器技能者がいる専門の販売店で購入をして、きちっとあわ

せてもらって、皆さんとのコミュニケーションが不自由にならないようにしていただ

くことが、難聴者の方にとっては大事なことではないかなと思います。その入り口に

あるのが耳鼻科受診なんです。先ほど耳鼻科の先生が開業いうのは、ちょっとどうい

う形でなるかいうのはなかなか難しい問題ではありますけど、邑智病院への島根大学

からの派遣だとか、積極的に邑南町で開業していただける先生を何らかのつながりで

おいでいただけるような方法はないものかとか、いろいろ考えていっていただくこと

も大事かなと思います。補聴器は高額でなかなか買いづらい。そんなに高いんだった

らもういいですと途中で諦める方も中にはいらっしゃるようですけども、そういった

難聴で孤立化になったり認知症の予防のために、県内の自治体では補聴器購入費の助
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成が進んでいます。国からの交付金の中には、高齢者の自立支援や重症化防止の取組

を推進するために設けられた交付金があるはずですが、どのような使われ方をしてい

るのか答弁を求めます。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 自立支援重症化防止などの取組を推進する

ための交付金の使われ方について、お尋ねをいただきました。議員御質問の交付金に

は、保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力交付金がございます。昨年３月

議会の一般質問においても、少し御説明をさせていただいたところです。これらの交

付金については国から保険者へ、邑南町としましては町ではなくて広域保険者の邑智

郡総合事務組合へ交付されるということになっております。この交付金は各保険者に

よって運用が異なっておりまして、邑智郡の場合は地域支援事業の財源の一つである

６５歳以上の介護保険料、いわゆる第１号保険料部分に充当されるというルールがあ

るために特定の事業の財源としては活用をされておりません。しかしながら、町が地

域支援事業を実施する上の受託金の一部として支払われているということであります

ので、認知症総合支援事業でありますとか在宅医療・介護連携推進事業など地域支援

事業のメニューの中の財源の一部となっているところでございます。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） こういった交付金を活用して、補聴器の購入の助成を

している自治体も幾つかあるようです。難聴の高齢者の早期対応と補聴器の普及の啓

発に向けて、この交付金が補聴器の購入に活用できないのかどうなのか、答弁をお願

いします。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。
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○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 補聴器の助成にこの交付金が活用できない

かという御質問をいただきました。議員がおっしゃられるように県内でこの助成が進

んでおります。その中には、大半は一般財源で対応しておられるようですけれども、

中に数例この交付金を活用した事例があるように認識しております。邑南町が補聴器

の普及に活用できるかというお尋ねに対しては、先ほど申し上げた３町での運営して

いる中での交付金の運用でありますので、邑智郡のルールの中では現在活用はできな

いと認識をしております。また、現在は邑智郡の中で助成をしているのは川本町１町

になっておりますので、その３町の取組みが異なる中でこの交付金を活用してという

のは、難しいと思っているところでございます。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） この交付金の活用についての質問は、３月にもさせて

いただきました。私自身がなかなか理解しづらい制度なんですけど、今も課長が言わ

れたように、邑智郡内で川本町が助成されてますけど一般財源でされてるということ

と、今お話があったように事務組合での３つの町の足並みがそろわないと、それは難

しいという答弁でした。邑南町だけがどうこう言うことはできないということなんだ

と思うんですけど、ぜひとも総合事務組合の中でも高齢者にとっては補聴器は非常に

大切なものなので、３つの町が足並みがそろえれるように、何とか検討をしていただ

きたいなと思います。それでは次の質問にまいります。聞こえない聞こえにくさのあ

る障がい者への対応の一つである手話について、質問をさせていただきます。皆さん

御存じのように、今年は日本で初めてデフリンピックが開催されて、世界中から３，

０００人以上の選手が参加されました。その中で多くの日本人選手も活躍をされまし

た。今年のデフリンピックを機会に、手話言語条例を求める自治体もあるようです。

障害者基本法で言語に手話が含まれると改正されていますが、手話に関する施策の推

進に関する法律というのが、今年令和７年６月に成立し施行されてます。この法律で

は手話を使用する方にとって、日常生活・社会生活を営む上で、言語その他の重要な

意思疎通のための手段であるとしています。そして、国や地方自治体は手話の習得、

使用や手話文化の保存・継承・発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこと

とされています。邑南町では、各種の式典やそれから講演会があると筆記で表示をさ

れたり、手話通訳もされています。では日常的にはどうでしょうか。多様な人々との

コミュニケーションの一つとして、名前の紹介とか簡単な挨拶ができると、優しいま
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ちであるなあと感じることができるのではないでしょうか。小さな町だからこそでき

ることもあるのではないかと思いますけども、行政として手話への理解と普及に向け

た取組はできないでしょうか。答弁を求めます。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 手話施策推進法により、行政として手話の

理解・普及に向けた活動はできないかという御質問をちょうだいいたしました。この

手話施策推進法の成立によりまして、行政は手話が重要な意思疎通の手段であるとい

うことを明確にし、手話に関する施策を総合的に策定し、その実施が明確な責務とし

て位置づけられたところでございます。具体的には先ほど議員のほうから御紹介をい

ただきましたけれども大変幅広く、これらの活動を通じて手話を必要とする人々が安

心して社会参加できる環境づくりを進めていくことが、行政に求めてられているとこ

ろでございます。まず、医療福祉政策課では主管する業務に関係する現状について御

説明をいたします。医療福祉政策課では、現在邑南町障害者意思疎通支援事業実施要

綱に基づきまして、講演会・研修会等への手話通訳者等の派遣、病院受診時等での受

付や診察時における意思疎通の仲介のための手話通訳者などの派遣を行っておりま

す。また邑南町社会福祉協議会のほうでは、古くから地域住民への福祉教育の推進の

一つとして、学校での福祉教育それから地域でのあいサポート研修、ボランティア団

体でありますゆびの輪会への支援など力を入れて取り組んでおられ、令和５年から町

も補助しております理解促進研修・啓発事業の中でも、手話への理解を深めるための

手話教室が開催しているところでございます。先ほど議員のほうからも御紹介いただ

きました、今年度１１月に東京でデフリンピックが開催され、手話について大変関心

を持つ機会になったところでございますが、今後島根県でも、２０３０年に開催され

る島根かみあり国スポ全スポに向けて情報支援ボランティアを確保育成する取組が行

われ、手話による情報支援が既にできる方をはじめとして、興味のある方を幅広く募

り養成研修が実施されるところでございます。今後の活動といたしまして、これを機

会に手話通訳者の育成及び手話文化の継承につながりますように、町として広報周知

に努めていきたいと考えております。また、この法律の第４条に定められております

けれども、市町村障がい者計画について今年度が邑南町も見直しの年であるというこ

とから、この法律の主旨を策定に生かしていきたいと考えております。
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●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） いろいろ研修の予定だとか人材育成だとか予定されて

いることが分かりました。私も詳しくは知らないんですけども、邑南町内でもサーク

ル的な毎月１回１時間、手話の講習会というか勉強会というかそういったことを地元

の方々が集まって、そういった時間を共有して繰り返し手話を学ばれているというの

をお聞きしてます。その中では初めての方でも参加できるように、まずは自分の名前

が手話で言える。挨拶ができる。そういったことから時間内で新しいことを教えてく

ださる方が資料も準備されて、国の名前とかいろんなものの名前の表し方とか、そう

いったことを学ばれているというのをお聞きしてます。他の議会でもこういった手話

言語条例、そういうのを制定されている自治体もあります。議会の前には、自分の名

前・挨拶を手話でされてる議会もあるようです。邑南町が今後この手話をどう広げて

いくのか町民の皆さんに、広く活用というか、利用していただくというか、コミュニ

ケーションツールの一つとして聴覚障害がい者の方とコミュニケーションがとれるよ

うな、日常的にそういった活動ができるような取組みを今後も少しずつでも広げてい

っていただきたいなと思います。今課長の答弁では国スポに向けていろいろ準備をさ

れるとお聞きしましたけど、あと５年無いかな。それぐらいの期間の間に、いろんな

地域・学校・議会の中もそうですけど、手話を身近に感じられるような風土づくりを

していっていただきたいと思います。それでは、二つ目の質問の農地…。

●漆谷議長（漆谷光夫） 日高議員。これまでのところで、町長の答弁はよろしい

ですか。答弁者が町長になっておりますので。

●日高議員（日高八重美） ありがとうございます、御指摘をいただいて。町長今

までのところで、特に補聴器、耳鼻科の医師のこと、手話のこと、町長としての考え

をお聞きしてもよろしいでしょうか。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） まず、耳の聞こえづらさについてです。何度か御質問を
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いただいている中で、ゴールは補聴器の助成なのかどうか。補助を出すことが全てか

って思ったときに、まず健診を受けていただく。耳鼻科に行っていただくっていう中

で、今町として検診を進めてきた。アンケートもとってきて認識は高まったけど、次

の日高議員の御指摘は、耳鼻科が町内にないので受診をされてない。しにくいってい

うことを指摘いただいたです。聞こえづらさを理解していただいたけど、周辺にはた

くさん耳鼻科はあります。そういう面では恵まれてはいますが、交通の便とかの指摘

を受けたので、補聴器の助成よりは、まず耳鼻科に行っていただく。補聴器をつけた

けど合わないとか、そういうことがないようにと思えば、耳鼻科へ受診しやすくする

仕組みを考えるっていうのが、次の段階なのかなとも思いました。総合的な対策なの

で補聴器に助成をしました。それで終わりということがないように、全体を見て改め

て問題点を整理して考えさせていただければと思います。もう１点手話に関してです

が、日高議員のお話の中、町の答弁の中で手話はコミュニケーションのためのツール

なのか。もう１点文化っていう言葉が出たです。山陰中央新報をはじめ各新聞でこの

度デフリンピックがあったということで、一般社団法人全日本ろうあ連盟理事長石橋

大吾さんがインタビューに何度も答えられてました。この方は島根県出身で鳥取県で

働かれる中で手話の普及等御尽力されて、鳥取県が１番最初に手話条例つくられたで

す。条例の冒頭前文はありますが、手話は言語であるって書いてあります。ある意味

これが全てであってこの理解が進まない。条例をつくって、皆さん手話して挨拶でき

ますということではないんだと思ってます。町民の皆さん議員の皆さんをはじめ手話

は言語であるという意味合い、当事者の皆さんがそこを求めてこられた意味合いをし

っかり理解した上で、条例等対応させていただければと思っております。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 大変失礼しました。今町長から、手話言語条例という

お話がありました。私も少し前から、手話言語条例を邑南町でもつくってもらえない

んだろうかというお声をお聞きしてました。だけども直接そういった難聴者の方とお

話しする機会もなく、どうこの手話を町内で認知してもらえるのかなということを、

ずっと考えながらこの何か月間か過ごして、今回聴覚障害者への支援という中で、手

話を何とか取り組めないかということで出させていただいたんです。町長からそうい

った言語としての手話。これをどう皆さんに認知していただくのか。そういった取組

みも大事だとお話いただきました。ぜひこの施策を前に進めていけるように、お願い
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したいと改めて思いました。補聴器のことは何度も何度も町長ともやりとりをしてる

ところなんです。先ほども紹介しましたけど、ある町民の方から耳鼻科はどこにいき

ゃいいんだろうかという問いかけから、今までの答弁のこととか遡ってみると、耳鼻

科医師不在というのが大きな一つの壁になってるのかと思ったので、これまでも補聴

器のことではいろいろ質問もさせてきました。あの手この手をいろいろ考えてますけ

ど、耳鼻科医師常駐まではいかないですけど、ある程度町民の皆さんが耳鼻科の医師

にかかりやすいような環境づくりということも、今後考えていっていただけたらと思

います。それでは次の質問に行きます。農地維持の施策についてなんです。昨日の一

般質問から農地農林そういったお話が出てくる中で、若干だぶる部分もあるかもしれ

ません。御了解いただきます。今年１１月２８日に公表された２０２５年農林業セン

サスによりますと、全国の個人経営体の基幹的農業従事者の平均年齢は、６７．６歳

と報告されてます。その中で基幹的農業の従事者数は１０２万１，０００人。これは

５年前の調査に比べて３４万２，０００人の減少と報告をされてます。また、お米農

家に限って言えば、２０００年から２０年間に米生産をやめた農家のうち、５ヘクタ

ール未満の米農家が約１７０万人から、２０年間で６７万４，０００人と減少してい

る状況です。こんなに一気に農家さんが減るというのは、２０年前には想像してなか

ったことかもしれません。２０１０年から１３年まで農業者の所得補償が実施されて

いるときは、１０アール当たり１万５，０００円の助成がありました。その後７，５

００円に減額され、さらに２０１８年以降だと思いますが、主食用米の米農家への助

成はなくなりました。その後小規模農家の離農が、これじゃやっていけないなあとい

うことなんでしょうか。小規模農家の離農が進み耕作されない農地が増えてきていま

す。お米農家さんにとってはこの１０アール当たりの助成金が、希望を持ってお米を

生産してやりがいにもなっていたのではないかと思います。このまま農家の皆さんが

少なくなって減少が続けば、農村がなり立ち行かなくなり食料の生産基盤が失われか

ねない状態になります。町内の基幹的農業従事者や作付をしない農地の邑南町での５

年間の動向について、答弁を求めます。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原産業支援課長。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 町内の基幹的農業従事者や作付しない農地

の５年間の動向について、御質問でございます。まず、基幹的農業従事者と申します

のは、個人経営体における１５歳以上の世帯員のうち、普段仕事として主に自営農業
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に従事しているもののことでございます。先ほど議員からも御紹介ありました、本年

実施されました２０２５年センサス数において、直近５年の推移を申し上げるには、

現段階では市町村の数値がこの２０２５年の数値がまだ公表されておりません。御紹

介ができないため、参考として公表済みの島根県の数値で比較いたします。前回５年

前の２０２０年に比べまして、２割以上３割以上という大幅な減少となるということ

から、邑南町でもある程度大きな減少が見込まれるのではないかと、推測されるとこ

でございます。なおこちらも参考でございますけども、この基幹的農業従事者の一部

ではございますけれども、一定以上の経営規模、あるいはそれを目指す経営体でござ

います、町内の認定農業者と認定新規就農者について申し上げます。町で集計してお

ります、３年度から７年度の推移を御紹介させていただきます。令和３年４月では、

認定農業者が５２、新規認定新規就農者が６、合計５８でございました。これが令和

７年４月では、認定農業者が４７、認定新規就農者が１０、合計５７経営体となりま

して、こういった認定農業者などの一定の経営規模の担い手の数につきましては、お

おむね横ばいという状況でございます。続きまして作付しない農地の状況につきまし

ては、こちらも農林業センサスの数値が直近のものがございません。町で集計をして

います水田の営農計画書データによりますと、令和３年度では、水田面積が１，５６

１ヘクタールのうち３２７ヘクタール。率にして約２１％が自己保全管理という耕作

されない状況となっております。令和７年度になりますと、水田面積全体１，５５３

ヘクタールのうち４３２ヘクタール。率にして約２８％が自己保全管理でしたので、

耕作されない農地が約１０５ヘクタール、率で約７ポイントの増加となって、作付面

積は令和３年度から７年度の間に約１１４ヘクタール減少。率にして約１０％減少し

ているということでございます。これは担い手を含む耕作者の高齢化と減少によりま

して、耕作面積も減少したものと考えられます。また、２０２５年の農林業センサス

の速報値では、島根県の経営耕地面積については公表されております。これは５年前

より１３．８％減少しているということで、邑南町も農林業センサスでも同様の傾向

にあるのではないかと考えております。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） そうですね。新しい情報がないということですけど

も、明らかに農業される人口が減ってる。耕作されない畑が広がっているということ

だけはよく分かります。以前は、山あいの傾斜地が荒れてるということは普通に目に
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する状況だったと思うんですけど、今は平坦で割とこんなところでお米づくりができ

たらいいなあという土地でもお米がつくられていない状況。そういう風景が目に入り

ます。後継者のいない多くの農家の皆さんは、高齢化に伴って集落や自分の農地をど

うやって守っていけばいいのか、悩まれているのが実情ではないかと思います。人口

減少と米が作れない状況、皆さんそれぞれ毎日その畑とか田んぼを目にしながら、こ

れから先どうするんだろうかと。それを、町に尋ねてもこれという対策は返ってこな

い。そういったことが返ってこないいうことでは、今後邑南町のこの農地維持、それ

について今後どうしようと町は考えているのかということ、少しでも先行きが見える

と、希望が持てるというところまではいかないかもしれないんですけど、町が示され

る態度というか方針というか、そういうことを町民の皆さんに周知していただくこと

も大事なことかと思うんです昨日から今日にかけての質問の中に、熊の出没のことと

かもお話が出てました。人の気配がある農村を維持すること自体が、熊の被害を防止

する抑止することになるのではないかと思います。最後の質問になるんですけど、今

後利用されなくなった農地の管理について、町としてはどういう考え方を今持ってら

っしゃるかっていうことで、答弁を求めます。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） 農地の維持ということで御質問をいただきましたが、基

本的には農業する人がいなくなって土地が空いてきた。じゃあその農地をどうするの

かって町は考えがあるか。きちっと示してくれってことなんだと思います。聞いても

ということがあったとおり決まったお答えしかできませんし、個々所有のものなので

個々で考えてくださいってなるんだと思います。一方で反省としたら、例えば、集落

営農を進めてきたけど全ての集落が集落営農にならなかった。その反面、個人で請け

負って広く耕作をされる方にはあまり応援ができてきてなくて、その方が高齢化して

やめられると、そういうとこが作り手がなくなるという問題もあるんだと思います。

どういう人を育成してくるか、今後どうするかということ。一方で、やはり農業をし

たいと思われる方を増やさなきゃいけない。私は農業は楽しくていい仕事だと思いま

すが、２０代の人が農業しますって言ったときに、皆さんがどういう反応されるかと

いうことです。頑張れよっていうのか、大変だねって思うのか。そがんことやめりゃ

いいのにと思うか、その雰囲気なんだと思います。先ほど日高議員は、農家っていう

言葉を使われたです。町は、従事者であるとかという言葉を使ってます。そこからも
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うイメージは変わってきてるんだと思います。家として家業として農家ではない。

個々の思いで仕事をしていく中で、もう少し農業のおもしろさが。前半で直接支払い

のようなお話もされたんですが、お金があるとか、補助金があるとか、もうからんと

かっていう話じゃなくて、もっと農業に取組みやすい、面白いんだよっていう話をす

べきだとは思います。所信表明等でも有機農業のとこで農業の技術という言葉を使い

ました。若干個人的感情が入ってすみません。水田をやると草刈りをしたかしないか

とかいう会話しますが、どんな品種つくればいい？。どうしたらいい？。水管理どう

してる？。そういう技術の話は出てこない。一方でドローンであるとか、誰でも使い

やすい兼業でも仕事が終わった後に協力しやすいっていう、そういう作業も増えてま

す。地域ぐるみであるとか、関心がある方が自分の関心の範囲でお手伝いをすると

か、そういうことをしながら農業に関心を持つ農業したい、専業でなくても関われる

分野っていうのもあります。町として、一方で一定の基盤整備が何らかの形でできれ

ばいいかなと思います。そういう最新の技術が使えるドローンとか、草刈り機もそう

ですけど、水管理であるとか、栽培方法であるとか、もっとこう面白いことがたくさ

んあるので、それが使えて、楽とか面白いじゃなくて、興味深く農業ができるような

環境を整えていきたいと思ってます。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。時間が少なくなっております。

●日高議員（日高八重美） よく農業は邑南町の基幹産業であると言われてますけ

ど、同時に地域を守り発展させていくための基盤だと思うんです。農業っていうの

は。皆さん読まれたかもしれませんけど、今朝の朝刊に邑南の里の品ぞろえが、なか

なか追いつかない。午後から行ったらもう何もなかったということの話が前半にある

んですけど、記事の最後に、この記者さんが書かれてる言葉なんですけど、出荷して

いただいて農家に安定的な収入を還元する体制を整えることが、地域の基幹産業であ

る農業、ひいては地域の経済を守ることにつながると締めくくりをされてます。農村

を維持すること自体が、昨日から出てます熊をはじめとした野生動物との住み分けに

もつながっていくと思います。先ほど町長が答弁されましたけども、目先のことも大

事ではあるんですけど、そういった大きな全体の立場に立って大きな視点でのプロジ

ェクトというか、そういうことを町の一つの目標として展開されていくことを期待し

て、私の今日の一般質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。

（ 日高議員降壇、「拍手」あり ）
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●漆谷議長（漆谷光夫） 以上で日高議員の一般質問は終了いたしました。ここで

休憩に入らせていただきます。再開は午後１時１５分といたします。

―― 午前１１時２７分 休憩 ――

―― 午後 １時１５分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 一般質問（ 通告順位第６号 ））

●漆谷議長（漆谷光夫） 再開をいたします。続きまして、通告順位第６号辰田議

員の登壇をお願いいたします。

（ 辰田議員登壇、「拍手」あり ）

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） はい１０番辰田です。今回は二つ大きな項目で、交流人

口を増やすことによって本町へのメリットが拡大する方法はないのか。そういった取

組について。また議会の意見交換会を公民館単位で毎年やっております。そこで町民

の皆さんから複数出たような項目について、基本的な方針等についてお伺いをするつ

もりでございます。まず、一つ目の交流人口の増加対策による施策への相乗効果につ

いてというところで。一昔前は観光入り込み客の目標数値を挙げて、その達成に向け

てやってきた経緯もあると思います。ここ最近は、交流人口という視点でそういった

目標を定めておられるように思います。この辺の目標設定と最近のそういった状況。

そしてどの地域それから今はインバウンド等の外人さんもおられるんですが、そうい

ったものも含めてターゲットとして力を入れていこうという地域。それから方面につ

いてまずお伺いをしたいと思います。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、田村地域みらい課長。
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○田村地域みらい課長（田村哲） 交流人口の増加対策による施策への相乗効果と

いう質問の中で、数値目標の設定と最近の状況変化、主にターゲットとする地域はど

こかという質問でございました。まず交流人口の定義について御説明を申し上げま

す。交流人口とは、通勤・通学・買物・観光・レジャーなどの目的で、ある地域に一

時的に訪れる人々を指し、観光客や買物客から出張者・通勤・通学者などのことを言

います。したがって範囲が大変広く目標が立てにくく、現在のところ数値目標の設定

はしていないところでございます。また最近の状況についてですが、交流人口の対象

が多岐にわたりますので交流人口として全ては把握できかねますが、把握できるもの

としては観光入り込み客数を調査する観光動態調査がございまして、令和５年度が１

９万９３人。令和６年が１６万７，８４４人でございます。最後にターゲットとする

地域の御質問がございますが、交流人口の目的が多岐にわたりますので対象地域も広

いと言えますけども、観光や買物などの目的からすると近隣の市町になると思いま

す。その中でも、広島県は大きなターゲットと捉えております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 今は交流人口の内訳といいますか、そういったことが交

流人口の範囲だよということをいただきました。個人的な見解からすれば、本町に関

心を持ってどっから側面でも持っていただいた方も、もう交流人口のうちに入ってい

ただくような気持ちで、こちら側もそういったものを働きかけていくことが必要じゃ

ないかと思うわけです。これまではＡ級グルメとかを中心に、東京方面、大都市で各

種団体とか事業者と連携をしたりして、難しい名前であるということも相まって邑南

町という名前はかなり知れ渡ったかもしれませんが、その費用対効果とか何が残った

かとかって言われたときに、その分がピンと答えられないというか、あまりなかった

ように思うわけです。今の最後のほうの課長の答弁の中に、近いところがどちらかと

いえばそういった対象になるのではないかという趣旨のお話もあったわけですが、そ

の辺から言いますと本町は浜田道、それと近隣の広域圏連携等もあるわけなんです。

そうすると山陽方面、人口もやっぱり山陰側よりも多い。交流も経済圏も、特に島根

県西部の場合は広島方面とのつながりが深いように思うわけです。私なりに広島等に

出る機会があっていろいろ見るときに、石見ポークさんっていう豚肉を事業をやって

おられるところの旗を最近よく見たり、本町出身者で広島等で飲食業を展開されてい
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る方もかなりいらっしゃいます。逆に言えばそういった関連で乳製品、そして今のよ

うな豚肉とかそういうものを扱って本町のを扱っておられるところも散見されます。

そういった意味では広島、それから福岡等に支店を出されている事業者もあるように

思います。そういった方々が食べるおいしさとか、気に入っとるとかいうことは別に

して、どこでできたものであるとかいうことから邑南町であるということが分かれ

ば、広島方面の方なんかは１時間も車で走れば行けるなとか、それに付随してだんだ

ん神紅とかさくらんぼとか、それからいろんなもの、お米のおいしいところだとか、

最近は道の駅の大きなのができたんだとか、だんだん入り込んでいくような気がする

わけです。ですからそういった方面の方々をいかに観光であれ、それから例えば行っ

てみようでもあれ、それを見てこれは住んでも全然遜色ないなとか、矢上高校もある

といったところに来ていただくきっかけとか、いろいろな視野が広がってくるように

思うわけです。そこで考えたのが、まずは来られるというのはレジャーとか食べ物と

かそういった観光方面に来て、そういったところ見てまわらわれたときに感ずる部分

があるんじゃないかと思います。町がここ何年か前からこういった小さな折り畳みで

きる冊子で、オオナン・ショウをいれたものを毎年出されておると思うんですが、こ

れをこの地元の飲食屋さんなんか行くと置いてあるのはあります。観光協会とかそう

いった所々にはあると思うんですが、これは大体、年間何部つくられてどういった方

面にちょっと配布しているか教えていただければと思います。アバウトでいいです

よ。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原産業支援課長。

○小笠原産業支援課長（小笠原誠治） 邑南町が作成しております、観光パンフレ

ットの作成部数と配荷状況でございま。部数につきましては、道の駅も新しくなりま

したので作り変えるということで、今作成中の部分もございます。配荷数につきまし

ては、はっきりとした数字をすいません今用意しておりませんが、配荷場所につきま

しては先ほどおっしゃいましたように、道の駅であったり各観光施設でございます。

各種イベントにも持って行かせていただいて、そこで配布したりという対応させてい

ただいておるところでございます。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。
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●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 部数が問題ではなくて有効活用、大体決まった場所にし

か置いてないというところなんですが、私が最初に言いましたようにこちらから広島

方面で店を経営されていること。それから邑南町でできた産品を売っておられる方の

ところにこういったものを置いて、まだ来たことのない人、名前を聞いたことがある

けどどこなんだろうかという人とかに、打って出ていく方法もしなきゃいけないと思

う。もちろんそういったところに行ったときに、こういうことになったら協力しても

らえますか言うて、私も行ったときに、自分が生まれたとこでもあるしもちろんです

よって言っていただいとるとこもあるわけです。こっちにこられた方が次どっか行こ

うか思って、そのお店でこれをもらって帰られるとこも結構あるみたいなんです。で

すが今のような交流人口、またこちらに来てお金を落としていただくこともですが、

いろんなものを見ていただいて移り住んでいただくようなところまで結びつけるには

まず来てもらうことと、見てもらう、知ってもらうことが大切じゃないかと思いま

す。その点これは小さくまとめられますし、観光地とか食べるとこもみんな入ってま

す。私どもも出たときに、ポケットに何ぼか入れて知人やら広島におる同級生に配っ

たりもしとるんですけど、そういった形で町民の皆さんも、そういったお知り合いと

か何かあるところに、以前も言ったことあるんですが町民全員がセールスマンという

か、そういった売り込みすると、１人が１人を連れてくるとそれだけ単純な計算でい

けば倍になるわけです。やっぱり行政だけの力とかそれだけに頼っても、今からの時

代いろんなところも競争でやっておられる部分があるので、こちらから出られてる

方、それから食材を使っていただいとるお店、そういったところにお願いをして、お

客さんに対してこういったものですので買物と一緒に持って帰っていただくとか、お

店の感覚でやれば、幾らか以上買っていただいた方にはこちらのほうに来たときにメ

リットあるようなものをつけておくとかね。そうしてつながるようなやり方をしとか

んと、ただ見るだけとか何かだったら、ネットで見ればいいとかそれだけで済むかも

しれません。いい事例が、ＳＮＳとかいろんなもので発信をされてそこからこちらに

来られる方で、私の地元に鬼の木戸というとこがあるんですが、そこに貴船神社とい

うものが祀ってあります。そこに最近、人がＳＮＳ等で見たということで来られる方

がおられるわけなんですよ。そうなってくると地元の方もきれいにしとかないけん

し、危険があってはいけないとか、案内の看板を大工さん等がおられるんで作られた

例もあるわけです。それからの辺から発展していくと思います。それと御承知のよう

に、醤油屋さんがラーメンを屋を始められて、そこにたくさんよそから来られてる例

もあります。１人の発信者があったとしても、私はＳＮＳというツールだけじゃなく
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て、行った人がほかに行ってごらんとかいう口コミ。口コミというものが１番。あの

人が言うならほんじゃ行ってみようかというふうになるわけですので、そういったも

のが進んでいくためにも、関心を持ってもらうこと、一度来てもらうこと、こういっ

たもので誘引をすること、そういうことをしていかない限りは、ただサイトで出した

り配布物をイベントごとに出したりで、それはそこだけで済んでしまうんです。継続

的に関係のある方々が邑南町のことをある程度は説明したり、この食材はあそこから

来とったんですかいうところを知ってもらう。そうすると、ここは車でないと電車と

かバスがたくさんあるわけじゃない。そうすると、車で来ていただくということでい

ろんなとこ周ってもらえる。そうすると道の駅とか、いろんなところを知っていただ

く。そういうことによっていろんな方面。町がやろうとする施策に対して、少しでも

プラスになるような考え方をやっていかないといけないんじゃないかと思います。島

根県の中西部はそういったものが少なくて、江津市の大手建設会社の社長さんバイク

神社というものをこしらえて、そこへバイクがたくさん寄ったりして、よそから来る

きている例もあるわけです。そういった努力をして広域連携とかやっていく方法もあ

りますし、食べることばっかりじゃなく行ってみたい財産・資産、それから文化・旧

跡とかいうものも全部含めて、もう少し力を入れていくことが町のためにもなるんじ

ゃないかと私は思うわけです。この辺につきましては、町長も目先は広島とかそうい

った部分に力を入れていくべきだというお話もいただいておるわけなんです。こうい

ったことについて町長としては、どういったことを今後対応していくというか必要性

があると思っておられるか。お聞きしたいと思います。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） 交流人口の増加ということでいろいろ御指摘をいただき

ました。町長がトップセールスしてっていうのはよく出る話かもしれません。１年間

いろんな会議等出させていただいて、関東は人口は多いけど接点が少なくて難しい。

関西は島根県に進出されている企業はあるけれど、松江・出雲なので、車で松江・出

雲にはよく行きますがっていう中では、邑南町に引っ張ってくるっていうか周っても

らうのはちょっと難しい。１番行き来各課のつながりが多いのは広島方面と思えば、

極力広島方面でとは思ってます。今町としてつながりが持てるのは、進出企業の皆さ

んであるとか、米の取引がある生協さんとか限られてます。もう少しつながりが深く

できないかなと思う中で、今御指摘をいただきました。町の出身者の方をどうつなげ
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ていくか。ふるさと会もありますが、全ての方がふるさと会に入っておられるわけじ

ゃない。物品の納めておられる方とか出資して事業をされてる方っていうのを、人の

つながり結婚等の行き来等も多いので、あらゆる面で町民の皆さんから役場の職員の

皆さんから情報をいただきながら、つながりを深めていければと思います。あと、九

州方面はなかなか縁がないんです。先ほどの関西に比べたら、松江・出雲の観光の入

口として県西部は比較的来ていただきやすいメリットもあります。行き来の距離感も

近いとこがあります。新たな取組として九州方面もいいのかなと思っております。ふ

るさと納税等含めましても、関東は人口が多くて高額の納税者が多いので可能性は高

いとは言われますが、つながりが薄いっていうのと制度が変わる度に難しくなってき

ます。改めて広島方面・九州方面しっかり力を入れていければと思っております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 私の先ほどの話の中にも、２番目に入り込んでおるとは

思うんです。あとは関西方面・九州方面にもお願いというか、邑南町のことを知って

いただく来ていただくためには、それだけ来ていただければうれしいことですが、や

はり広島をほとんど経由されてくるいう部分があるので、大分先になるかもしれませ

んが２車線化にもなったり、高速道路がうちの町にも市木というインターチェンジも

ある。そっから入っていただいたりするいうことも、今後増えてくる方向でないとい

けないと思うんです。やはり広島方面をまずターゲットにして、そういったものか

ら、そこで、またほんなら１時間ならそこまで行ってみようとか。よその方を引っ張

ってくるというか、そういうことを考えていかなければいけないと思います。ふるさ

と寄附にしても返礼率も大分下がってきたし、今後、今までのようにたくさんいただ

けるかどうかわかりません。クラウドファンディングよりもメリットが。クラウドフ

ァンディングはある一つの事業に対してですが、それよりもこういった返礼品もあ

る。それから関心を持っていただくという意味では、ふるさと寄附いうのは有効的に

使えばたくさんメリットがあるように思います。売り込むのも、口コミというか都市

部におられてある程度のそういった税制面でメリットのある方々に、お知り合いに１

人が１寄附でもいいからいうふうに頼んでいくと、３０％ぐらいの方がやられたにし

ても、単純計算で言えば３，０００人程度していただけるいう勘定にもなります。そ

ういった部分をもう少し町民の方も、いずれは自分たちのいろんなことに返ってくる

んだという思いの中で、商工会の商品券を今みたいにエアコンの助成代わりに使うっ
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ていうのも消費が発生する。私もいつも言うんですが、生きたお金というのは町内で

回していって循環をさせないと駄目だし、来ていただいて落としていただくもの、今

後はいろんな懸念があるんですが、高校の無償化等が授業料の無償化等なりますと、

多分こういった中山間地の高校、生徒が来るのが減って地元の私立高校とかへ行かれ

て、本当に邑南町周辺の生徒さんだけの数少ない方でっていうことになると大変なこ

とにもなります。そういった意味も含めてもう少しいろんなことにつながる、邑南町

がほかにも望んでいるようなことへつながるような、交流人口というくくりからいけ

ば少し離れてる部分もあるかもしれませんが、そこからまず始まらんといけないよう

な気がするわけです。ですから、私どももそういった人口定住とかにつながればいい

という部分でいろんなところも視察行きました。今回の一般質問でも岡山県美咲町の

例があって感心をする部分もあったんですが、似たような自治体がいっぱい岡山の山

の中の中心部にたくさんあるわけです。もうやることがないのか家を建てたら幾ら出

します。子どもさんが生まれたら何ぼ出します。同じようなことをやっておられる。

ただ額の競争になっとるんです。うちは３０万だ、うちは５０万だよとか。そうなっ

ても、私はあんまり意味もないと思う。本人が気に入って可能性があるならやってみ

たい。発見した本人が気に入ったものが１番強いと思うので。そうすると今のような

交流人口というものをいろんな方面で進めていく、ふるさと納税とふるさと寄附とい

うような意味で、経済面でも支えていただける方法とか総合的にそういうものをやっ

ていくためには、私が持論でいう交流人口をやっぱり増やしていかないといけないよ

うな気がするわけです。来年度の予算も大体骨格も決まってきているとは思います

が、こういった部分には大きな事業費等は必要はないと思います。一つずつ口コミと

か交流の部分を含めて、町民も町内事業者も含めて、何とか理解していただけるよう

な方法。それから、町から出ていっておられる皆さんにも協力をしていただくような

形。ぜひとも進めていかなければいけないんじゃないかと思います。お含みおきをい

ただければと思います。そして二つ目の質問は４項目あります。一つずつ詰めていき

たいと思います。町民の皆さんから意見や要望等を意見交換でいただくんです。今回

はまず４つ。先に２項目ほどお知らせをして、あと一つずつお願いしたいと思いま

す。交通事故防止対策としていろんなことが考えられると思います。そういった具体

的な事例も含めてあとお聞きしたいと思います。そして空き家対策ですが、ここでは

空き家の活用という意味じゃなくて、その空き家による危険性とかいろんな防災関連

のことでお聞きをしたいと思います。その辺で答弁をいただければと思います。あと

は、最近青森のほうでまた大きな地震もあったわけですが、この辺は地震は少ないん

です。大きな一級河川というのも、今の口羽方面・羽須美方面では大きいのもありま

す。あと中小河川。支流もあるわけなんですが、まず氾濫については、河川改修も進
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んで考えられない。豪雨にならん限りは大丈夫だと思います。ただ台風だとか大停電

だとか、なかなか水が来ないようなことがあったりとか、今後いろんなことが想定さ

れるかもしれません。そのときの避難所。これをどういった体制にしておく必要があ

るのかということ。各所にあると思いますが公衆トイレです。そういった意味では、

よそから来られた方が気持ちよく使っていただく。観光地等には、おもてなしトイレ

とか今頃いっぱいできてるみたいです。そういったものの新設またあるものの管理に

ついて、どういった方法が考えられるか。今のような交流人口を増やすには、そうい

った公衆トイレいうのも必要です。昔のように、民家に行って貸していただけますか

というような時代でもなくなってきました。そういったものも考えて対応していただ

ければと思います。まず、一つ目の交通事故防止対策ですが、道路には本町には信号

機はあんまり多くはありませんが、いろんな標識があると思います。それと道路に

は、中央線とそれから路肩にある白線があると思います。これがかなり消えて薄くな

っている部分もあって、それを何とかしてくれないかというのは、公民館単位で議会

のほうにも要望がありました。これの白線の重要性というのは皆さん御承知のよう

に、最近の車というのははみ出したり寄り過ぎると、ピピピとか警報音が鳴ったりす

るラインのメリットもあれば、もちろん交通事故防止につながる停止線とか、そこで

停まるんだよという意味のものもあります。これがかなり薄くなっているので何とか

ならないかいうのが、もうこれは数年前からたくさん寄せられている意見です。あと

は普段よく出てくるカーブとか、そういった道路の路肩の部分の雑草雑木を伐採等で

きないかということを聞いておるわけです。建設課では定期的にやっていただいてる

部分もあります。危険性があると思えば連絡があればすぐ対応。大体していただいと

るように思うわけです。この辺についても。あそこはできるできないとか思われない

ようにするには、どういうふうに交通安全事故防止のためにそういったものをやって

いくべきか。この辺についてまずお聞きしたいと思います。

○高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

○高瀬総務課長（高瀬満晃） 総務課から、信号・標識・白線等の設置と修繕の対

応状況についてお話をさせていただければと思います。信号機・標識・横断歩道など

の道路上の法定表示につきましては、島根県公安委員会が、交通量や事故発生状況、

周辺の道路構造などを総合的に勘案し設置や修繕の必要性を判断しております。ま

た、白線やスクールゾーン表示などの道路上の法定外表示につきましては、警察・道
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路管理者・教育委員会等各機関において協議の上、状況に応じて道路管理者が仮設置

や修繕を実施しております。また、通学路の安全確保を目的として、警察・道路管理

者・教育委員会が協議を行う通学路推進部会においては、横断歩道の再塗装や新設ス

クールゾーンのカラー舗装などについて検討を行っているとこでございます。このほ

か各機関で対応可能な案件につきましては、それぞれの窓口で住民の皆さまからの要

望を受け付けておりまして、必要に応じて情報共有を行いながら対応をさせてもらっ

ているとこでございます。

○小笠原建設課長（小笠原清） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原建設課長。

○小笠原建設課長（小笠原清） 建設課からは、白線整備に対する考え方と対応状

況、雑草雑木処理についてお答えをいたします。まず、白線の整備に対する考え方で

すが、町が管理している道路においては、通学路に指定されている区間の車道、路肩

部にある白線を外側線と呼びますが、それらを中心に優先して整備しております。ま

た、通常の道路パトロールで確認した箇所や、自治会など地域の方から御指摘御要望

いただいた箇所については、現地を確認し、白線が消えて見えにくくなっている箇所

の中から優先的に対策が必要な箇所を選定し、舗装修繕工事に合わせて順次対応する

ようにしております。令和６年度においては、路線数で９路線。延長で４，４００ｍ

の白線を引き直して整備をしております。次に、雑草雑木の処理ということでお尋ね

をいただきました。カーブなどの危険な箇所や支障木などについては、以前より町民

の方からも多くお問合せをいただいております。町としては、町が管理してます道路

の除草作業は地域の方々で、また委託事業で行ってるっていうのが基本であります。

そんな中で地元の方々がやっていっていただく路線の中には、除草して集積をして撤

去までされているとこもありますし、そうでないところもあったりいたします。特に

支障木については除草作業の中に入ってないんです。草を刈るからついでに木も支障

となる木を切っとこうということで、やっていただいてる自治会さんもおられます。

そんな中、特に農地と隣接していない住宅地沿いにある道路においては、刈った後の

草の処理に困られているところもあることは承知をしております。そのような箇所に

おいて除草作業により集められた草を御連絡いただければ、町のほうで撤去している

ところも何件かございます。住宅地沿いの道路で刈った草木等の処理をする場がなく

てお困りだということであれば、本庁建設課もしくは各支所事業部までお問合せいた

だければと思っております。
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●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 計画的に行ってはおられるようでございますが、事故多

発地帯というか起きる場所いうのは結構限られた部分もあると思うんです。近いとこ

ろで言いますと、中野郵便局から四ツ葉の里に上がるところの旧浜作線になるんで

す。今町道になった。あの交差点でこないだも大きな事故があった。一つ間違えると

死亡事故につながるような。これは一旦停止しなければいけない道路側から突っ込ん

でいって、衝突が起きたということ。これは今までにも何回も起きております。あそ

こに信号はつかないものかというのは以前からもあったわけですが、道路事情とかい

ろいろあるからできないのか、それともその手順というか町の意見を添えて、どうい

ったところに願い出て設置の可否をどこが決めるのかという部分まで、みんなが何と

かしなければいけないんじゃないかということもあります。それに似た交差点が、今

後石見中学校のとこでも多分同じようなことができると思います。生徒さんもたくさ

んおられるし、今どきは親御さんが送迎をする時代です。車もいっぱい集中するとき

にはすると思うんです。これも今までの事例とかそういった場所を踏まえて早めにい

ろんな意味で対応しなければいけないし、もちろん今のように多発するところには何

とか町のほうも意見を添えたり本気になってしていかないと。何事にもそういった大

きな事故があってから対応するとこが多いんです。もうかなりのものがあっても、ま

だ対応できてない部分があるので、この辺には、制約とか条件とかもあると思います

が、信号は無理だけどこういった方法で一旦停止をしなければいけないのを分かりや

すくするとかいう部分については、道路管理者そしてまた関係部署に現場も見ていた

だきながら対応していただくことが、町民の安心につながるような気がいたします。

それと今の白線ですが、国県道それぞれが管轄、対応されると思うんです。県道と国

道、県道と町道が交差する部分もあるんです。そういうときに一緒に機械を回送する

だけでも経費もかかるわけです。そういったときに県やら国と連携をとって、皆さん

来ておられるときに一緒に町道も白線をしたりとかすることによって、ガードマンを

雇う経費とか回送費とか材料費等にも関わってくるかもしれませんが、そういったも

のを一緒にやっていただくような連携、そういったものは考えられないのか。以上の

点をお聞きしたいと思います。

○小笠原建設課長（小笠原清） 議長、番外。
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●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、小笠原建設課長。

○小笠原建設課長（小笠原清） 白線の整備について、国県道が整備をしとるとき

に、町も一緒に合わせてやれば経費も削減できるんじゃないかというお尋ねをいただ

いたと思います。確かに議員言われるように、国県道の整備にあわせて町のほうも白

線整備をすれば、経費は削減できるかと思っております。ガードマンも言われるとお

り、町で見なくても県で見ているので町は外しますということが可能かと思います

が、タイミングが合えばの話であって、県が舗装も含めた修繕を発注されますが、そ

れに合わせて町も発注するということになってきます。全くできないというわけじゃ

ありませんけども、県と連絡をとり、もし時期が合うようであれば、今後そのように

計画していければなと思っております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） できるだけタイミングを合わせて連携をとって、道路だ

けのことじゃないです。ほかの部分についても節約というか、そういった部分を考え

ていただければと思います。信号機等についてはまた別途どういった方法があるか。

それから安全・施設・交通安全防止のためのもの交通安全協会等もあります。そうい

った部分も含めてどういった方法があるか、また教えていただければと思います。そ

のときは地元自治体としてもいろいろな意味での対応も必要になってくるかもしれま

せんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。それでは二つ目の空き家対策。

防災の観点からでございます。空き家の安全管理と危険家屋についての指導につい

て、どういった状況かということなんです。まず最初に、町内にどのくらいの空き家

があるかというのはもちろん把握はできていると思いますが、その空き家の数も、例

えば、普段は空き家で盆正月には持ち主が帰って来られるぶんを空き家とカウントす

るのかしないのかそれは分かりませんが、普段人がいない部類の家屋。そして売却と

か貸付けが可能な空き家というものがあると思います。それに加えて、住むことも難

しい、放置されているというような家屋。そして、相続人や持ち主が不明になってい

て、固定資産税等の入金もないとかいったとこまで。いろいろ空き家とみんなが思っ

ている家屋にはいろいろ種類があると思うんです。何件までとかいうその数までは把

握できないかもしれませんが、大体のとこはそういったものを町では把握されている
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か。まずお聞きしたいと思います。

○沖野資産経営課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、沖野資産経営課長。

○沖野資産経営課長（沖野弘輝） 空き家の件数でございますが、空き家に関しま

しては令和４年度に住宅等利用状況調査。これが空き家調査なわけですがこれを実施

しまして、そのときのデータですが、空き家のうち１年に１回以上利用する。こうい

った分類の場合１，３６５件。空き家のうち１年以上利用がない。これが６７１件と

調査をしております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 今の分類にしても、両方合わせると約２，０００件ある

ということになります。防災上の観点。ここでやったのは、この前大分。これは海端

ですが大火がありました。家が数日に渡って、鎮火宣言が出ないぐらい燃えたとこが

あります。一つの要因として、空き家がその中で３分の１あったというのを聞いてお

ります。あれだけの密集地だからそういうことが起きたんだと言えばそうかもしれま

せんが、もちろん海端ですので風も起きたとは思います。しかしながら、本町にも大

規模に密集している場所はそんなに多くはないです。私がそのときに浮かんだのが、

邑南町でいうと市木地区の浄泉寺付近の両サイドにある家。両サイドにずっと道に沿

っておうちがあるわけです。あそこは谷ですので、風が起きても一方通行に抜けてい

く大風も吹きます。空き家というものがあそこに半分近く、普段おられない家もあり

ます。これは火事のときに、何でそれが類焼とか大火につながったかというと、普段

の管理があまりされてないので戸がもう開いとったり、火の粉が飛んでも火がつきや

すいような環境にあったという結果も出ておるわけです。行政として火事は致し方な

い関係で起きるかもしれませんが、そういったことを把握しておくことによって、注

意深く周知するとか、いざいう時の対応とか、そういうものにもつながると思いま

す。あとは危険家屋という、通学路とか道路に面したところに少し大きな地震とか大

きな風が吹くと、ちょっともたないのではないかという家屋も何件かは把握して、そ

れなりに対応を町としてはされておると思うんです。その持ち主等についての指導は
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口頭のみなのか。文書でそういったものを、幾ら言っても対応できない部分について

はそういったものをされとるのか。それと、もし取り壊すとなれば行政支援というか

そういうものがあるので、何とかしてもらえんだろうかというような形の案内とかも

含めながらやっておられるのか、その辺を少し詳しく教えていただければと思いま

す。

○沖野資産経営課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、沖野資産経営課長

○沖野資産経営課長（沖野弘輝） 先ほどお話しさせてもらいました調査。このと

きに、合わせて大きな損傷のある空き家というのを調査してございます。大きな損傷

のある空き家というのが調査上１７７戸。調査の結果が集計されております。全ての

空き家について場所とかは把握はしておるんですが、防災上の観点というところから

その密集地、今議員おっしゃいました火事とかを想定して、その危険度みたいな分析

っていうようなことはしてはないんです。現状で、危険な空き家と判断している道路

に隣接する空き家である、大きな損傷を持った空き家であるとか、隣接地がものすご

く隣が近いというような空き家について、いろんな情報を町民の方からいただいてお

ったり、私どもも町内のほうに出かける際に、そういうものに気がつけばカウントし

ている状況です。そういった空き家に対しまして、例えば、道路に面している部分の

空き家とかにつきましては、コーンを置いたりロープを張ったりということで、通行

される方の注意喚起を促すというようなことを現場においてはしております。空き家

の所有者に対してというところにつきまして、私どものほうで、その空き家の所有者

というようなものを調べまして、そちらの方に向いて現状の説明、今所有の空き家が

こういう状態ですというような状況の説明。あるいは適切な管理をお願いするという

ような文書を通知しておるところです。また、その方に向いて危険な空き家ですので

ということで、解体を勧める文章も通知をしております。また邑南町では、邑南町老

朽危険空き家除却支援事業補助金っていう補助金を用意しております。あわせて、そ

の補助金を御紹介をさせていただいきます。これまで、この空き家の状況を通知をし

ておる件数というのは、５５件の危険空き家に対して通知を行っております。その中

で解体までしていただきまして、状況が改善したものというのは１９件となっており

ます。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。
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●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 伺おうと思ったことを先に答えていただいて、どのぐら

い指導に従われとるおうちがあるかというとこまであったんです。人命とかそういっ

たものに関わってくると大変なので、行政としての立場もあるかもしれませんが、そ

ういったことが進むようにやっていただかなければいけません。法的に行政代執行と

いう最終的にはそういう方法もありますので、その辺も踏まえてやっていただければ

と思います。それでは、三つ目の避難所の在り方ということです。避難所というもの

は、公民館とか自治会館とか町内にも指定されている部分はたくさんあると思うんで

す。大体に多くの方が避難したということは、幸いにもあんまりないとは思います。

大雨とか、台風とか、本当に一過性的な部分については家で様子を見たりする方もあ

れば、ひとり暮らしで心配なのでというて避難をされる方も、ケースバイケースであ

るとは思うんです。ただ、よそのほうですと長期に避難をしなければならないことが

起きたときを想定した場合、町内各所に設ける必要はないとは思うんですが、長期避

難にも対応できる多機能的な避難所の必要性も、旧合併町村三つありましたが、その

地域地域に、一つずつぐらいは対応できるようなところを考えとってもいいと思いま

す。避難所として建てるわけには、なかなかないしできないと思います。学校とかそ

ういった部分でも、冷暖房がちゃんと完備されているいうのは、今頃はもう最低条件

だと思います。備品等々についてもどういった形で対応するべきか。この点について

何か考えそれから今までの対応から考えたときに、長期についてはどういった形で対

応が可能なのか。教えていただきたいと思います。

○高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

○高瀬総務課長（高瀬満晃） 長期避難にも対応できる多機能避難所の必要性と、

備品の充実についての御質問でございます。多機能避難所の必要性ですが、一般的な

避難所では十分に対応できない高齢者・障がい者・子ども・女性など特別な配慮が必

要な人々を受入れ、多様なニーズに耐えられるような形態の避難所を指します。これ

らは地域住民との日頃からの連携や専門的なサポート体制を基盤に、避難生活の安全

と安心を確保することを目的としております。避難所が抱えるプライバシーの欠如や

衛生問題、高齢者や障がい者のニーズへの対応が不十分といった課題を解決するため
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には必要です。避難時に避難生活が長期化する中で、感染症リスクの軽減や生活環境

の改善、避難者の状況に応じたきめ細やかな支援を提供することが重要です。邑南町

の場合は、避難所につきましては既存の建物を利用しております。避難所環境の質の

向上におきましては、避難時における避難所のスペース設定において、更衣や授乳な

どプライバシーに配慮したテントやパーテーションを利用した避難者居室の確保、簡

易トイレなどのトイレに関する衛生環境の確保など避難時に備え備品を毎年購入して

おります。避難所の施設整備は、国のガイドラインにおいてもバリアフリー化、非常

時用発電機、冷暖房機器、通信設備などの整備について充実強化を推進することが望

ましいとあります。また、備品の充実についてですが現在主な避難所となる公民館に

つきましては、食料や水といった非常食のほか、先ほど申し上げたパーテーション

や、簡易トイレ、防災マットや段ボールベッド、カセットガス発電機といった備蓄品

を配備しております。特に、電力につきましては停電を想定しカセットガス発電機を

配備しておりますが十分な電力が確保できる状況にはないため、公民館等は配備はし

ておりませんが、電気自動車から電気を供給する外部充電器を準備しできる限り対応

できるようにしている状況でございます。電力に限らず冷暖房機や災害用トイレの設

置など多機能な整備に関しまして、大きな課題もあります。先ほど申し上げましたよ

うに、避難所は既存の建物を利用しておりますので引き続き避難所の生活環境に必要

な備品について購入をすすめ、設備整備については施設の改修や修繕のときに施設担

当課と必要なものについては協議していきたいと考えております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） いろいろと御説明をいただいたわけですが、ある程度の

備品といいますか設備が整っているとこいうたら、ほかの地方でもあるのはどこに避

難されてるかいうと学校なんですよ。学校が１番トイレの数もあれば、そういう冷暖

房が進んでいる。駐車場とか広さもあるというところなんですが、学校は、子どもさ

んの授業とかにも長期休みでないと影響が出てくる部分もあるんで、難しい点もある

わけです。最低限トイレとかそういったもの、パーテーションがあればいろいろ仕切

れるわけなんですが、特殊な要因とかがある場合には、そういった仕切りも必要です

のである程度の広さが要ると思います。食べるものは、今の時代缶詰とかなんかいう

ものはもちろんですが、いろんな加工方法が広がって御飯でも麺類もいろんなもので

きるんで、そんなにあんまり怖くないと言っちゃおかしいかもしれんですが、家から
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持っていけるもんとか、保存食料品とかもあるんでいいんです。今のようなプライバ

シーとかああいうのだったら避難しないほうがいいわ、家におったほうがいいわ、車

でいいわっていうようなじゃなくて、あそこへ避難したら安心だっていうような場所

もね、心の安心にもつながるし求めていかなければいけないと思います。よそらでは

トイレを下水管の上へ、全部・普段はベンチにしてあるけど、いざいうときにはそれ

を取るとトイレになるような方法もやってる部分もあります。そういうのも工夫と

か、今後防災的なものでいろんな発案もされると思います。それを取り入れていくこ

とが、備えあれば憂いなしということにもつながるんじゃないかと思います。ぜひと

もその辺も一考いただいておけばと思います。そして最後になりましたが、公衆トイ

レの設置管理でございます。これ新設計画と既存の管理ということで新設というのは

今後難しい部分。大きな観光地ができて、そことかいうようなことになれば別かもし

れませんが、これが上がったのは新設というのは日和地域にそういった公衆トイレが

ない。日桜ロードで交通量も上がった。それと今までは店舗がありましたので、そこ

でお借りしたり、いざいうときには平日ですと公民館があるのでとかいうような形も

あったわけです。この辺が少し心配される部分で、どういった対応をしていかなきゃ

いけないかも思います。これは個別の事例ですので、今後改善されるか方法も考える

と思います。新設に対する考えと今各所にあるトイレ。衛生面それから防災面という

か、あんまり人目につかないトイレもあると思います。そういった部分についても、

今管理されているものも外注とかボランティアでやってるとか、今の時代あるかどう

かはわかりませんが、どういった管理でそういった協力なり町としての責任を果たし

ておられるか。お聞きしたいと思います。

○白須副町長（白須寿） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、白須副町長。

○白須副町長（白須寿） 邑南町で公衆トイレとして把握している箇所数ですが、

おおむね２０か所ございます。所管する課が多岐にわたりますので、私のほうから一

括してお答えをさせていただきます。公衆トイレの管理の形態ですが、施設の位置づ

けなどがありまして先ほど議員おっしゃられましたように、地域等へ管理を委託する

ものがあったり、指定管理したものするものがあったり、実態に応じた管理がなされ

ているものと考えております。今後の公衆トイレの整備についてですが、防犯とか衛

生状態の維持、今から整備するということになると洋式化ということで、設備もしっ

かりしたものになってきます。そう考えると、身近な地域でしっかりとした管理体制
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を整えていただくことが必要ではないかと考えております。町政座談会などにおいて

も、公衆トイレの設置要望をいただくことがあります。また、公衆トイレが和式なの

で利用できなかったといった声もいただきました。これらの要望等に対しては、地域

での管理体制や立地条件、必要性などを検討した上で条件の整ったところについて

は、財源を確保した上で整備をしていきたいと考えております。

●辰田議員（辰田直久） 議長、１０番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １０番、辰田議員。

●辰田議員（辰田直久） 大体時間もきましたのでまとめさせていただきたいと思

います。今四つほど事例を挙げさせていただきました。町民の皆さんから上がった声

を、私なりに考えがあった部分もあるかもしれませんが、代弁をさせていただいたこ

とです。これまでにも上がったりありふれた質問といえば質問かもしれません。時代

の変化それと施設の劣化いろんなこともあればそれなりに即応し、対応していかなけ

ればならないのも実情ではないかと思います。トイレ等につきましては、一般施設で

したら自分たちが使うんだから自分たちで掃除するんだという施設もあります。誰が

使うかもわからない、誰が使ってもいい、誰でもいざというときにはというものにつ

いては、それなりの管理体制というものも必要ではないかと思います。ぜひとも交通

事故防止、今のような空き家の対応についても、もう一度点検といいますか調査をし

ていただいて、今のような不測の事態が発生しないように、町全体、もちろん住民も

そうですが、気をつけていただくことが必要ではないかと思って、質問を終わらせて

いただきます。

（ 辰田議員降壇、「拍手」あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 以上で辰田議員の一般質問は終了いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 以上で本日の日程は全て終了しましたので、本日はこれ

にて散会といたします。お疲れ様でした。

―― 午後 ２時１６分 散会 ――


